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本昔、苗は、原告主張の本件発首が仮に原告主張の通りの発言で、あったとしても
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被告の本件演説及びそこでの本件発言は、原告の法的保護に値する社余的評価を低

下させるものではなく、名誉段損にはあたらないことを予備的に主張するものであ

る。

はじめに第 1

政治的論争の一環としての本件演説1 

本件訴訟は、政治的論争の案件であり、首愉・表現の自由の問題であると

ともに、被告は、当時、政党所属の国会議員であったので、その根底には、

1 

政党の結社の自由が存在する。



論争の発端は、原告が日本共産党の党員でありながら、党の外部から公然

と党の基本的政策の批判を行ったことにある(乙 1"'8)。これらの批判的言

論は、同党への排税を含むものであり、同党の祉会的評価を低下させるもの

であった。しかし、同党は、原告の政治的論争に対しては、政治的言論で反

論した(乙 1 3'"'-'1 7)。政党の基本政策についての政治的論争は、言論・表

現の自由として潜法上保障されている。

被告は当時日本共産党の国会鍛民であり、本件発言を含めて、本件演説

も、原告と問党との政治的論争の一環である。このような政治的論争につい

ては、事315を盗め相手方を誹餅するような雷論でない限り、言論・表現の自

由として最大限保障されなければならない。すなわち、政治的論争は、それ

ぞれの言論・表現の自由の行使によって決着を図るべきものであって、裁判

所の介入によって解決を図る筋合いのものではない。

これに対して、原告は、被告の国会議員として参加した決起集会での演説

から、ごく一部の表現を切り取って幣ぎ合わせ、「原告が権力側J から「本を

出さないか」と言われ、 fそれに応じて本を出したJ ~言ったとし、それが事

実の揃示であるとして名誉段損が成立すると主張している。

しかし、原告の主張は、被告の演説が、原告と日本共産党との政治的論争

の一環としてなされたものであることをあえて抽象して、本件演説について

名誉殿損を論じるものである。これは、政治的論争における言論・表現の自

由者不当に'1監視するものと雷うほかない0

2 名誉験強の成立要件

要件事実的に言えば、第 l に、政治的言論である被告の言論は、「その方

法、内務において適当と認められる限度をこえなしリかぎり、社余的相当性

からの地脱はなく、違法性を欠く。この場合には、法的保誕に値する「社会

的評価の低下J させることにならず、名誉股損は成立しない。

第 2 に、政治的論争における言愉の応酬の「ーコマJ については、人の杜

2 
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も、 ( r典愉をもっている J )私にはある J r自術隊を認めないことが謀

本政策の政党は、野党の政権共闘の対象にならないJ (乙 4 ・論座 r W共

産党を変える!党員・松竹伸幸の挑戦 私、共産党の党首選に出ます!~

「自術隊活用論j を唱えてきたヒラ党員の党悟』 同年 1 1 月 8 日)

⑤ 「民主集中制J (の内容)は、 「ヒラの党員は、上級の決定を無条件に実

行しなくてはならなしリ (とあり) r…パワハラと重なり合う部分があ

る J (乙 5 ・論)主『共鹿党を変える!党員・松竹伸幸の挑戦小池品書記

局長のパワハラ問題で共産党は変わるか?'"党首公過は絶好の機会J 間

年 1 2 月 2 日)

⑤ 「共産党の基本政策は『安保勝濃・自衛隊解消』…である。…困隙社会の

常識、国民意識の常臓から外れているJ (乙 6 ・論底『共産党を変える!

党員・松竹伸幸の挑戦共産党は矛盾を強みに変えて「注側の自民党」を

めざせ~徹底的な鍛論へ党首公選をJ 同年 1 2 月 26 日)

⑦共産党の安保・自術隊政策(日米安保条約廃棄・自衛隊の段階的解消)

は、 f野党共闘の陣筈になっているJ rあまりにもご都合主総J (申 2 ・

『シン・目本共産党宜官~ 20 2 3年 1 月 20 日発刊)

以」二のように、原告は、新開・雑誌(メディア)からのインタビ、ユ}に応

じながら、あるいは、本件書締の出版によって、日本共麗党の政党としての

根幹をなす安保条約施策・自術|隊違嫌論を継続的に批判してきた。

これらの原告による同党に対する批判的言動の中でも、 r (党員は)公式

見解以外の常見を口にできない・ヘ国民からも『一枚岩の其質な党J だとし

か見られなしリ (乙 2 ・ 1夜経新開 同年 1 0 月1. 2 日)， r ( r もし共産党

が党首公選を実施するならばJ ".)他の人にはなくても、 ( í具輸をもって

いる J )私にはあるJ í自術隊を認めないことが器本政策の政党は、野党の

政権共闘の対魚にならなしリ (乙 4 ・論座 間年 1 1 月 8 日)、 「民主集中

制J (の内容)は、 「ヒラの党員は、上級の決定を無条件に実行しなくては

4 



ならないJ (とあり) í..・パワハラと重なり合う部分がある J (乙 5 ・ 3命腹

開年 1 2 月 2 日)、被告の安保・自衛隊政策(日米安保条約廃来‘自術隊の

段階的解消)は、 「野党共闘の|埠害になっている J rあまりにもご都合主

義J (申 2 ・ rシン・目本共産党宣言~ 2023年 l f.J 20 目指刊)は、同

党の社会的評価を低下させるものである。

しかし、目本共産党は、原告を名誉般損で訴えるのではなく、原告に対す

る批判的言論(乙 13---17) によって、低下した社会的評価を回復する措

置を講じた。このことは、同党の官輸の自由として保障されるべき行為であ

る。同時に、同党の結社としての統一性を確保するために必要不可欠なもの

であるから、その棋底には、結社の自由が存在する。

締祉の自由とは、特定の多数人が、任意に特定の共通目的のために継続的

に結合するとともに、結社が、団体としての統ー的な意思を形成し、その意

思を実現のために諸活動をする自由である。原告が同党の党員でありなが

ら、 「外部J から「公然J と同党の基本政策を批判することは、同党の結社

としての統一性をかく苦しする行為にほかならない。これに対して、同党が批

判的言論で応じることは目当であり、必摂な措置である。

2 上記 1以降の原告と日本共藤党との愉争の蹴晶

その後の原告と日本共産党の論争aの経過については、別紙「原告の批判と

これに対する日本共産党の反論の経過一覧j に記載したとおりである。

/3iJ紙を見れば明らかなとおり、原告は、日本共産党に対する批判的言動を

繰り返している。その茨胞を示すと次の通りである。

� ABEMA P:rim飩 (2 0 2 3 伴 1 月 1 6 日)、 「週刊文春J (同年 1 月 1 9 

目)、 「野党クラブでの記者会見J (同年 1 月1. 9 日)、 「文春オンライ

ンJ (同年 1 月 20 日)、 「ブ、ログ脇田論文について 1--6J (同年 1 月

2 1 日""2 6 日)、 r J CAS T ニ::t.ース J (間年 2 月 4 日、 5 日)、 「文

春オンラインJ (同年 2 月 6 日)、 「阿木記者クラブにて記者会見J (同年

5 



2 月 6 日)、 「プログ党にとどまってJ (同年 2 月 7 自)、 「文和オンラ

イン ヒラ党員粛清J (同年 2 月 9 日)、 rVùuTube 岡原総一朗チャンネ

ノレJ (同年 2 月 1 3 日)、 rYouTube 文醤新大協子版 経済学者・斎藤幸平

氏と対談J (同年 2 月 1 3 目)、 r r=ll民社会フォーラム 紀念;持出(オンラ

イン) J (2 月 1 4 日)、 iFLASH 評論家・古谷経術氏と対談J (2 

月 28 目号・ 2 月 1 4 日発売)、 「毎日新聞 「政治プレミア」ー『党首公

選共産は「異論を許さなしリ錦聞ではないはずだ~ J (同年 2 月 23

日)、 「日本外国特派員協会で記者会見 ]CASTニa…ス J (閑年 2 月

2 7 日)、 「週刊朝目 『共産党・除名処分 松竹仲唱が詔・る真相「調査の

時は納得してくれた様子でしたJ (同年 3 月 23 日)、 「オフィシヤノレプロ

グ r党大会代議員予定候補者が結集! ? ~ (同年 7 月 1 0 日)、書籍「不

破哲三氏への手紙(宝島社新書) J 発刊(同年8 月 9 日)、 rl除名処分再審

査に向かう方針を説明する記者会見(束京・日比谷図書文化会館4F小ホ}

/レ) J (同年 8 月 9 日)、 「プ、ログ再審査時求書を掲載J (同年 8 月 22

日 '-""10 fo] 8 日)、 「オフィシヤノレブログ WY 0 u Tu b e 動画で重視する

戦略.~ (同年 1 0 月 4 目)、 iy 0 u T u b e 動画( Wチャンネノレ登録 1 0 

00名突破除名処分再糠資申舗書提出!感動ライブ~ ) J (同年). 1 月 4

日)、 「オフイ、ンヤノレプログ『共産党 1 0 中総と平行して記者会見をライブ

中鰍~ J (同年 1 1 月 1 2 日)、 「オフイ、ンヤ/レプログ『党内で改革をした

い方へ~ J (同年 1 1 月 1 9 日)

このように、原告は、日本共溜党による批判的反論(乙 1 3""1 7)) の後に

おいても大量の同党批判世継続していることがわかる。

3 原告の除名処分

上記の過程において、原告は、 2023年 2 月 6 目、同党の京都南地区委員

会常任委員会の決定に基づき、日本共滋党から除名された。

4 被告の本件演説

6 





のである。

2 東京地裁平成 1 9年 12月 14 日判決(判タ 1 318号188 頁)

この本然は、東京都立大学のフランス語研究者らである原告らが、東京都

知事である被告の書動が名幣股棋に当たるとして、謝罪広告等を求めた事案

である。本件の参考として引用する。

本判決は、 r (被告による) ~皮対のための反対をしていた』との文官

は、その反対自体を消極的又は否定的に評価する意味で用いられているが、

その内務は具体性を欠く上、対立する意見を表明する者同士が相手方を否定

的表現を用いて批判することは通常みられるところであり、上記発言l士、そ

のような批判の範囲を逸脱するものとまではいえない。」と判示する。["反

対のための反対配していたJ という表現は、消槌的又は否定的に評価する意

味で用いられていても、対立する意見を表明する者同士が相手方を谷定的表

現を用いて批判することは通常みられるとこであり、批判の焔囲を逸脱する

ものとまではいえないとしている。

また、本判決は、 「本件第 1 発雷後半部分の上記文脈の前後における r し

がみつく手合レ寸や f侠止千万』は、上記文言による否定的評価をより強め

る役割jを県たしているといえるが、これを含めて本件第 1 発言後半部分が)原

告 3 6 及び 52 の社会的評価を低下させるものとは言えない。 J と判示し

た。これも、 『しがみつく平合し、』や『笑止千万』は、否定的将価をより強

める役官l陪*たしているといえるが、社会的評価を低下させるものとは首え

ない、としている。

3 本件演説の検酎

本件演説は、原告の日本共産党との問の政治的愉争の一環である。

上記第 2 、 1 ~と記載したとおり、論争の発端は、原告が同党への批判的宮輸

を繰り返したことであり、これに対し、同党は、原告に対する批判的言論(乙

13--17) によって、低下した社会的部価を回復する措置を31t じた。そして、

8 
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主闘争路線J あるいは「裁判闘争路線」といわれる取組み方特に大きな差異が

あることが認められ、そこから水イ央病問題をめぐる諸々の論点についても、互

いに他者に対する膨大な不倍、批判、非難、不毛の論争を生み出しているとと、

本件各記事は長期間にわたる膨大な経綿、背景の中で笠いに他者に対してなさ

れた激しい論争、非難の応酬のー駒であること、そのことは本件各記事が挫載

された紙面の性質、記事の{料品、内容自体によっても読者殊に水俣病問胞に関

心を有する読者にとっては明らかであること、しかも右に見た互いに他者"に対

する膨大な不信、批判、非難、不屯の論争の応酬は既に長期間にわたり公然と

行われてきたものであることが認められる。そうすると、そこに「原告J の名

が「公然」と摘ポされているからといって、原告の社会的評価、名訴殊に原告

の水俣病問胞についての言動の借用性、説得性をことさら殿損するものとは認

められない。 J

「したがって、原告は、それらの団体や運動体と社会的、政治的立場を異に

する者側肋百らの不信、批判、非難、論争の相手方、対象とされたとしても、そ

れが互いに他者に対してなされた激しい論争、亦雌の応酬の一l拘である以上、

言論をもって応酬すべきであり、そのような苧段をとらないのであれば、これ

を受忍すべき|関係にあるというべきである。 J

「原告が名誉を段摘すると主張する他の点について本件金飢拠を仔細に検

討しでも、本件令記事が原告の名誉を穀損するとは認められない。」

この判決は、名骨蚊損の成立について、被告の批判的反論の言葉尻をとらえ

て判断するのではなく、「木件全部E拠をイ子細に検討しても、木件各記事が原官の

名誉を段損するとは認められない。 J と半u吊している。

3 本件演脱の検討

本件演説は、」ニ記のとおり、原告の岡本共産党との|切の政治的論争の一環

である。上記第 2 、 1 に記載したとおり、原告の同党への批判的言論にたい

して、同党は、原告に対する批判的言愉(乙 13""1 7) によって、低下し

10 
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た社会的評価世間復する措置を献じた。しかし、その後も上記第 2 、 2 に記

載したとおり、大量の関党批住|唱を継続している。

本件蹴説は、このような原告から開始した開党への批判的言論、これに対

寸る同党の原告への批判的雷論、そして、その後も継続する原告の同党への

批判的言論という政治的な言論の応酬の「ーコマJ であるといえる。

そして、本件演説が言論の応酬の「ーコマ」である以上、仮に、被告の本

件演説に誤りが含まれているのであれば、原告が言論をもって応酬すべき性

質のものである。本件論争の全体像、を踏まえるならば、被告の本件摘説だけ

を取り出して、原告の法的保簡に値する「社会的評価の低下j があるとは言

えない。

第百 法的保護に値する「社会的評価の低下J がないこと(その 3)

1 r社会的評価の低下」の判断方法

ある表現内容が、法的イ来日獲に値する「社合的評価の低下J をもたらすか谷

かを判断する|燥には、問題となる淑現自体の内容に加えて、表現がされた文

脈、表現方法、当事者の属性、 IDE報旬事の有無など様々な要素を加味して判

断されるべきである(原告の属性及び既報に照らして、社会的評価の低下が

認められないとした事例として、東京高裁平成 1 9 年 6 月 2 8 日判決(判タ

1 270 号273 貰)がある。)

2 本件演説の検討

( 1 )原告は、本件演説について、演説全体からみるとごく一部の表現を取り出し

て繋ぎ、合わせ、名誉蚊損にあたると主張している。しかし、本来は、演説全

体の文脈から、参加した聴衆にどういう意味に理解されるかが検討されるべ

きものである。

本件演説は、岸:田大$:拡の信認を目指し、与党権力の大攻勢の 4つの攻勢

が始まっているという状況のなかで、 4番目の攻勢として、反共攻~揮をさら

に進めるものとして、権力側が党の内部に手を突っ込んで党の内音問、ら撹乱

11 



しようとする新たな攻般として松竹間胞を拠えている。そのなかで、原告の

本件書締の出版や新聞・雑誌のインタビ、ュー記事に関わる背景について論評

したものである。

原告は、安保を認めるべき、米軍基地も容認すべき(安保条約堅持)、一

定の軍拡が必要だ(自衛隊合潜)という主張者し、そのように党の綱領を変

えるため党首公遺制の実現を求めるなど、いろいろな本で、党の根本的考え

と違う発言をしていた。そのような原告の発言通りに党が変わってしまった

ら戦えない。党が取り込まれてしまう。 í原告のそのような発言"は今の権力

側が国をつけ、本を出おないか、雑詑のインタピューに応じないか、いろい

ろ攻勢をかけていた。原告は、それに応じて本を出した。 J (なお、甲 6 に

ついては、録音データがないので、カッコ内の発言があったかどうか、発設

が正確に文字化されているかどうかの慌拠による検証が不可能である)。

原告のプ口グなど見ても原告の考えは取り込まれている。党の内部でも党

を批判している党員がいるということで党が時代遅れであると権力側の党攻

撃に利用された。とれが松竹問題の真相だと思うと、被告の考・えを表現した

ものである。そして、被告は、原告と青年運動の時代一絡にたたかってきた

仲間で、非常に残念であるとも述べている。

本件演説の主眼は、与党権力が 4 つの攻勢をかけてきており、松竹問題は

4番目の攻勢に位置づけられるという被告の情勢分析にある。情勢分析の主

眼は、与党権力の動向であり、原告の品性や資質ではない。

上記の文脈に加えて、本件減税は、表現方法が、 「政党の決起集会でなさ

れた演説であって、Jiìã(衆がその内縁を反復して確認するものではないこと」

(東京地裁令和 7 年 6 月 1 3 日判決参照)から、本件演;説は、上記憤説の範

囲を超えて、原告について、 「対立勢力の誘いに安易に乗る思慮の浅い者で

あるうえ、組織(党)を袈'切った者」との印象などを細かせるものではな

し、。

12 
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I海(1 月 19日)野党クラブで記者会見一野党共闘の
乙迷は党の基本政策である安保廃梨・自術隊違憲

の政策にあると党を批判した 7 

(1 月 20日)文春オンライン r<(シン・日本共産党宜
言))!í共産党は“怖い"と思われているkラ党員が具
例の執行部批判、元安保外交部長 (67) が『党首公
遣を奥地すれば日本の政治がマシになる』と翫え
るワケ」一党首公選制を採用すれば「共産党は怖
い」という国民の不安を和らげることができるのに、
それを採用しなし叱党を批判した

(1 月 21 日)藤田健赤旗j稿集局次長の愉鋭「規約
と綱領からの逸脱は明らかー松竹伸幸氏の一連の
言動について」を「しんぶん赤肌J に掲慨し、原告
が現役党員を名乗って、出版木、ネットTV、週刊 乙
時停で主張している「党首公選制j 、「核抑止抜き 13 
の専守防衛Jなどの主張が、党の規約と綱領から
逸脱したものである旨を明らかにして反論(政治的
都告)した

(1 月 21 日)プログ rw赤旗』脇田論文について・ lJ
一政治的な警告の文書であった藤田論文(甲 6-1)

乙
について「私はそう考えていなしリ、「綱領、規約の
解釈が異なっているJ停と外からの批判を継続する 9 

ことを宜首した

(1 月 22 日)ブログ rw赤棋』勝国論文について・ 2J ー
脇田愉文が原告の主張する「核抑止抜きの専守防
術」を綱領に反すると批判したことについて、そうで
あれば志位護員長の見解も綱領に反することにな
ると強弁し、党の見解について、「国民多数の文持
を得て政権をめざす政党にはなりえないJ と批判し
た

(1 月 23 目)プ‘ログ r!í赤脱』勝目愉文について・ 3J
-j藤田論文が原告のま娘ずる「党首公選Jを規約
からの逸脱と批判したことについて、「断定J 、 rw思
い違い』の可能性」などとして、原告の言動は党規
約に反していなし池強弁した

(1 月 24日)プログ rw赤旗』勝国論文について・4J
一党規約5魚5項「党の決定に反する意見を、勝手
に発器することはしなU リは、禁止規定ではなく副11
示規定であるなどと主張し、原告の言動は党規約
に反していなし立強弁した

(1 月 25日)プログrw部旗J脇田論文について・ 5~
一党規約は r1，店環型の精神J で溜用されるべきだと
して、原告の言動が党規約に反していなし叱強弁
した

(1 月 26日)プログ rw赤旗Jli部聞論文について・ 6J
一党規約5条6項「中央接民会にいたるどの機関に
たいしても、質問し、意見をのペ、回答をもとめるこ
とができるJ について、この条項が機能しているか
疑問があるとして、党員の権利が踏みにじられてい
ると党を批判した

L一一一一一一
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( 11 月 4 日) YouTub� rチャンネノレ登録1000名突
破除名処分再審査蹄求番提出!感謝ライブJ一
「このYouTubeなどで、綱領 a規約に対する私の意
見なども知ってもらい、(私を)支持していただい
て、代議員として(大会に)出ていただけたら」と訴
え、党民に原告に同調することを徹泊した

(11 月 12 日)ブログ「共腿党 10中総と平行して記者
会見をライブ中継」ー「ここで採択される大会決職
案をもとに全党で鵡輸が風聞され、来年1月の党大
会に向けて代議員が選出されるととになります。相、
はその大企における除名問題の再審査を求めて
いますので、 10中総をもって活動を飛閥的に強化
ずることになります」と述べ、党大会に向けた策動を
強化することを税明した

(11 月 29日)プログ「党内で改革をしたい方へJ-
「指導部の提案に心ならずも賛成していくことにな
るわけですが、そのような態度は、私の除名問題が
党大会で決~告するまでの限定的なものに止めるこ
とですJ 、「私が党に戻るととがないと硲症した時点
で、是非、積極的なチャレンジを試みるべきだと考
えます」、「本心はとうなのだと堂々と述べて改革に
乗りだしてくださしリと訴え、党内の同調者に“党改
革"にのりだすよう懲泊した

(11 舟 30 日)土方明果組織局長「除名処分され
た人物による党大会かく乱策動についてJを発表
し、「しんぶん赤旗J (1 2月 1 日付)に掲載。原告が
党大会にむけて向調者を組織する活動を続けてい 乙
ることに対して、党外から党規約を破壊する行動を 17 
行いながら、党規約を根拠に除名処分の再審査を
要求することは、どこの世界にも通用しなし、もので
あると批判し、反論した


